
 

川 崎 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 職 員 の 給 与 の 口 座 振 込 取 扱 要 綱  

                   制定   平 成 ２１ 年 ３ 月３ １ 日  

                      ２ ０ 川教 勤 第 １４ ２ ７ 号  

 

第１ 章  総則  

（趣 旨 ）  

第１ 条  この 要 綱 は、 川 崎 市職 員 の 給料 等 の 支給 に 関 する 規 則 （昭 和 ４ ６年 １

０月 １ ５ 日川 崎 市 人事 委 員 会規 則 第 １４ 号 。以 下「規 則 」と い う。）第 １ 条 の

２の 規 定 に基 づ き、職員 の 給 料及 び 諸 手当（ 以下「給 与」とい う 。）の口 座 振

替に よ る 支払（ 以下「口 座 振込 払 」と い う。）の 申 出 等に 係 る取 扱 に 関し 必 要

な事 項 を 定め る も のと す る 。  

（職 員 ）  

第２ 条  この 要 綱 にお い て 「職 員 」 とは 、 次 に掲 げ る 者を い う 。  

 (1) 教 育委 員 会 事務 局 の 職員  

 (2) 教 育委 員 会 の所 管 に 属す る 機 関の 職 員  

 （ 口 座 振込 対 象 給与 ）  

第３ 条  口座 振 込 払の 対 象 とな る 給 与は 、 次 の各 号 に 規定 す る もの で 、 電子 計

算機 で 計 算さ れ た もの と す る。  

 (1) 給 料並 び に 当該 給 料 の支 給 に 併せ て 支 給さ れ る 諸手 当  

 (2) 期 末手 当 及 び勤 勉 手 当  

 (3) 給 与改 定 が 遡及 し て 実施 さ れ た場 合 に おけ る 改 定差 額  

２  職 員 は、 前 項 各号 に 規 定す る 区 分ご と に 選択 し て 、口 座 振 込払 に よ る支 給

を申 し 出 るこ と が でき る 。  

 （ 振 込 先機 関 及 び振 込 先 口座 ）  

第４ 条  振込 の で きる 機 関（ 以 下「 金 融機 関 等」と い う。）は、指 定 金融 機 関 株

式 会 社 横 浜 銀 行 川 崎 支 店 （ 以 下 「 指 定 金 融 機 関 」 と い う 。） 及 び 指 定 金 融 機

関と 為 替 取引 の あ る金 融 機 関と す る 。  

２  振 込 ので き る 口座（ 以 下「 預 貯 金 口座 」と い う。）は 、預 金口 座（ 普 通 預 金

口 座 （ 総 合 口 座 を 含 む 。）  又 は 当 座 預 金 口 座 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び 貯 金

口座 （ 通 常貯 金 口 座（ 総 合 口座 を 含 む。） をい う 。 以下 同じ 。）と す る 。  

 （ 預 貯 金口 座 の 開設 及 び 口座 数 ）  

第５ 条  口座 振 込 払を 申 し 出る 職 員 は、 金 融 機関 等 に 本人 名 義 の預 貯 金 口座 を

開設 し て いな け れ ばな ら な い。  

２  口 座 振込 払 を 受け る 預 貯金 口 座 の数 は 、 本人 の 申 出に よ り ２口 座 ま でと す

る 。ただ し 、第 ３条 第１ 項 第 ３号 に 規 定す る 給 与に つ い ては 、１ 口 座 とす る 。  



 （ 口 座 振込 払 の 額）  

第６ 条  口座 振 込 払の 額 は 、第 ３ 条 の規 定 に より 、 選 択し た 給 与の 支 給 総額 か

ら法 律 又 は条 例 の 規定 に よ り控 除 さ れる 額 を 差し 引 い た金 額（ 以 下「 差引 支

給額 」 と いう 。）と する 。  

２  前 項 の差 引 支 給額 を 職 員の 選 択 によ り ２ 口座 に 振 り分 け る 場合 の 口 座振 込

払 の 額 は 、 一 方 の 預 貯 金 口 座 に は 申 出 額 （ 別 に 定 め る 額 と す る 。） と し 、 他

方の 預 貯 金口 座 に は差 引 支 給額 か ら 申出 額 を 差し 引 い た金 額 と する 。  

 （ 一 部 現金 支 払 ）  

第７ 条  前条 第 ２ 項に 規 定 する 申 出 額に つ い ては 、 本 人の 申 出 によ り 、 当分 の

間現 金 で 支給 す る こと が で きる 。  

 （ 特 別 職職 員 の 取扱 い ）  

第８ 条  この 要 綱 の規 定 は、川 崎 市報 酬及 び 費 用弁 償 額 並び に そ の支 給 条 例（ 昭

和 ２ ２ 年 川 崎 市 条 例 第 １ ２ 号 ）、 川 崎 市 教 育 委 員 会 委 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償

額並 び に その 支 給 条例（ 昭 和 ２ ６年 川 崎市 条 例 第５ 号 ）及 び川 崎 市 教育 長 の

給与 、勤 務 時 間そ の 他の 勤 務 条件 に 関 する 条 例（ 平 成２ ７ 年川 崎 市 条例 第 ３

０号 ） の 適用 を 受 ける 職 員 に準 用 す る。  

 

   第 ２章  口 座振 込 払 の申 出  

 （ 口 座 振込 払 の 申出 ）  

第９ 条  規則 第 １ 条の ２ に 規定 す る 申出 書 は 、給 与口 座 振込 申 出 書（ 兼変 更 届）

（第 １ 号 様式 ） と する 。  

２  口 座 振込 払 の 申出 は 、 教育 委 員 会事 務 局 職員 部 給 与厚 生 課 長（ 以 下 「給 与

厚生 課 長 」と い う。）に 届 け 出る も の とす る 。  

３  預 貯 金口 座 の 変更 及 び 申出 額 の 変更 等 を 行う 場 合 並び に 口 座振 込 払 を取 り

消す 場 合 は、 そ の 都度 申 し 出る こ と がで き る 。  

 （ 手 続 き）  

第１ ０ 条  前 条 第 ２項 及 び 第３ 項 の 申出 を し よう と す る職 員 は、第 １ 号様 式を 、

所属 長 を 経由 し て 、給 与 厚 生課 長 に 届け 出 る もの と す る。  

 （ 口 座 確認 等 ）  

第１ １ 条  給 与 厚 生課 長 は 、前 条 に より 提 出 され た 届 出に つ い て、 預 貯 金通 帳

を提 示 す るか 、又 は その 写 し を添 付 す る方 法 に より 、口 座 振込 払 に 必要 な 事

項を 確 認 する も の とす る 。  

２  給 与 厚生 課 長 は、 前 項 によ り 確 認し た 事 項を 磁 気 媒体 に 入 力し 、 総 務企 画

局人 事 部 総務 事 務 セン タ ー 室長 に 送 付し な け れば な ら ない 。  

 （ 開 始 、変 更 及 び取 消 し の時 期 ）  



第１ ２ 条  給 与 の 預貯 金 口 座へ の 振 込は 、 当 該申 出 を 給与 厚 生 課長 が 受 理し た

日の 属 す る月 の 翌 月か ら 開 始す る 。た だし 、１ １ 月 にお い て２ ６ 日 以降 に 受

理し た も のに つ い ては 、 翌 々月 か ら 開始 す る 。  

 （ 預 貯 金口 座 か らの 払 戻 ）  

第１ ３ 条  振 込 ま れた 給 与 の預 貯 金 口座 か ら の払 戻 は 、振 込 指 定日 の 午 前１ ０

時以 後 と する 。  

 

   第 ３章  口 座振 込 不 能の 処 理  

 （ 口 座 振込 不 能 ）  

第１ ４ 条  口 座 振 込払 の 申 出の あ っ た給 与 が 預貯 金 口 座に 振 込 でき な い 場合 は

現金 払 の 方法 に よ る 。この 場 合 にお け る給 与 の 支払 は 、当 該振 込 指 定日 の 午

後３ 時 以 後に 行 う もの と す る。  

２  ２ 口 座を 選 択 した 場 合 にお い て 、そ の う ちの １ 口 座が 振 込 不能 と な った と

きは 、 当 該預 貯 金 口座 の 振 込不 能 と する 。  

 （ 口 座 振込 不 能 の通 知 等 ）  

第１ ５ 条  振 込 不 能が 生 じ た場 合 、 指定 金 融 機関 は 、 当該 振 込 指定 日 の 正午 ま

で に 、 書 面 に よ り 、 給 与 厚 生 課 長 に 振 込 不 能 で あ る 旨 を 通 知 す る と と も に 、

振込 不 能 の資 金 は 午後 ３ 時 まで に 返 戻す る 。た だ し 、緊 急を 要 す る場 合 に お

いて は 、 電話 連 絡 によ り 通 知す る も のと す る 。  

 （ 振 込 不能 事 由 の確 認 ）  

第１ ６ 条  給 与 厚 生課 長 は 、前 条 の 通知 を 受 けた と き は、 直 ち に当 該 職 員又 は

所属 長 に 通知 す る 。  

２  前 項 の通 知 を 受け た 職 員は 、 振 込不 能 の 内容 に つ いて 確 認 し、 給 与 厚生 課

長に 回 答 する 。  

 （ 変 更 手続 ）  

第１ ７ 条  給 与 厚 生課 長 は 、前 条 に よる 確 認 を行 っ た 後、 必 要 事項 を 記 載し た

書 面 等 に よ り 、 振 込 の 訂 正 又 は 取 消 を 指 定 金 融 機 関 に 依 頼 す る も の と す る 。 

２  指 定 金融 機 関 は、 給 与 厚生 課 長 から 前 条 の依 頼 を 受け た と きは 、 振 込の 訂

正の 場 合 にあ っ て は直 ち に 訂正 し た 預貯 金 口 座に 振 り 込む も の とし 、振込 の

取消 の 場 合に あ っ ては 資 金 を給 与 厚 生課 長 に 返戻 す る もの と す る。  

 （ 現 金 によ る 支 払）  

第１ ８ 条  第 １ ４ 条第 １ 項 の規 定 に より 給 与 を現 金 払 の方 法 で 支払 う 場 合、 給

与厚 生 課 長は 、給 与 等現 金 支 給簿 を 作 成し た 後 、受 領印 を 徴し て 当 該職 員 に

支払 う も のと す る 。  

 （ 振 込 不能 後 の 取扱 い ）  



第１ ９ 条  振 込 不 能と な っ た職 員 に 対す る 給 与の 支 払 は、 以 後 原則 と し て現 金

払の 方 法 によ る も のと す る 。  

 （ 職 員 情報 シ ス テム に よ る処 理 ）  

第２ ０ 条  こ の 要 綱の 規 定 によ り 行 うこ と と され て い る口 座 振 込の 手 続 等に 関

する 事 務 につ い て 、職員 情 報 シス テ ム（ 職員 の 勤 務情 報 等 を処 理 す るた め の

電 子 情 報 処 理 組 織 で 総 務 企 画 局 人 事 部 が 所 管 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。）

を利 用 す るこ と が でき る 場 合は 、原 則 とし て 、職 員 情報 シ ステ ム に より 行 う

もの と す る 。この 場 合に お い て 、給与 の 当該 預 貯 金口 座 へ の新 規 及 び変 更 登

録に よ る 振込 等 は、職員 情 報 シス テ ム によ り 当 該預 貯 金 口座 の 登 録が 完 了 し

た日 が そ の日 の 属 する 月 の 給与 の 支 給日 の ７ 日前（ 川崎 市の 休 日 を定 め る 条

例 （ 平 成 元 年 川 崎 市 条 例 第 １ ６ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 定 め る 休 日 を 除 く 。） ま

での 場 合 に限 り 、 その 日 の 属す る 月 から 開 始 する 。  

２  こ の 要綱 の 規 定に よ り 作成 す る こと と さ れて い る 書類 等（書 類 そ の他 文字 、

図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他

の 有 体 物 を い う 。） に つ い て は 、 当 該 書 類 等 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電

磁的 記 録（ 電 子的 方 式 、磁気 的 方 式そ の 他人 の 知 覚に よ っ ては 認 識 する こ と

がで き な い方 式 で 作ら れ て いる 記 録 であ っ て、電 子 計算 機に よ る 情報 処 理 の

用に 供 さ れる も の をい う 。） を も って 代え る こ とが で き る。  

 

   第 ４章  雑 則  

 （ 委 任 ）  

第２ １ 条  こ の 要 綱に 定 め るも の の ほか 、 実 施に つ い ての 必 要 な事 項 は 給与 厚

生課 長 が 定め る 。  

 

附  則  

この 要 綱 は、 平 成 ２１ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

 

附  則  

この 要 綱 は、 平 成 ２９ 年 ２ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

 

附  則  

この 要 綱 は、 平 成 ２９ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

 

附  則  

この 要 綱 は、 平 成 ３１ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  


